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国空航第２７６４号 

 

処 分 書 

 

日本航空株式会社 副機長（ＳＩＣ） あて 

            

 

 

 

 

      貴殿に対し、次のとおり処分する。 

 

主  文 

 航空法（昭和２７年法律第２３１号）第３０条の規定に基づき、平成３１年４月９  

日から平成３１年４月１８日までの１０日間、航空業務の停止を命ずる。 

 

理  由 

 平成２９年１２月２日、貴殿は、ＪＡＬ１０便に副機長（ＳＩＣ）として乗務する

ため出頭した際、当該便の機長（ＰＩＣ）から、予備の検知器を使ったアルコール検

査により日本航空株式会社の基準値に近いアルコールが検知されたとして正式なア

ルコール検査を代行する不正行為を依頼され、最終的に応諾した。 

 乗務前日の飲酒の影響により当該機長（ＰＩＣ）の心身の状況に懸念があることを

認識しながら、当該機長（ＰＩＣ）のアルコールの影響の有無の相互確認を行わず、

当該機長（ＰＩＣ）が実施すべきアルコール検査を代行する不正行為を行って当該機

長（ＰＩＣ）とともに乗務したものである。 

 これは、航空法第１０４条第１項の規定に基づき認可された同社の運航規程におい

て心身に支障の無い状態であることの相互確認を求める規定に違反した行為である。

また、本事案は貴殿が事後に会社に報告したことで判明したものだが、航空安全に係

る重大な不正行為を未然に防止すべき立場にいながら最終的に不正行為に協力して

発生したものであり、同法第３０条第２号に規定する航空従事者としての職務を行う

に当たっての非行に該当する。 

 

            平成３１年４月９日 

            国土交通大臣   石井 啓一 
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教示 

 

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日か

ら起算して３か月以内に、国土交通大臣に対して審査請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った

日の翌日から起算して６か月以内に、国を被告として（訴訟において国を代表する

者は法務大臣となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、

上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する

裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することがで

きます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その

審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審

査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、

正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その

審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であって

も審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合が

あります。 


